宮古市スポーツ施設・文化施設ネーミングライツスポンサー募集要項

１　広告の媒体
（１）次のスポーツ施設・文化施設の愛称の命名権（ネーミングライツ）
①宮古市民総合体育館
②宮古市田老野球場
③千徳地区体育館
④宮古市姉ヶ崎サン・スポーツランド
⑤宮古市小山田テニスコート
⑥宮古市健康増進施設　健康増進施設
⑦宮古市健康増進施設　山村広場
⑧宮古市民文化会館
（２）それぞれの施設愛称の命名に伴う表示看板の設置
　　　　※設置の詳細については、協議により決定。
（正面入口、駐車場入り口など）
　　
２　広告の規格及び数量並びに広告掲載期間
（１）命名権に関わる規格
　　① 各施設の愛称は申込者からの提案を基に、協議により決定いたします。
　　　 （愛称参考例：体育館→○○アリーナ、野球場→○○ボールパーク　など）
※ただし、宮古市民総合体育館の愛称に「シーアリーナ」の名称の付与を必須条件
とする。
② 利用者の混乱を避けるため、契約期間中の愛称の変更は原則できないものとしま
す。
　　　③ 宮古市広告掲載要綱別表第７に掲げる事項は、本要項におけるネーミングライツ
には該当しないことといたします。
（２）命名に伴う表示看板の規格
　　① 表示看板の設置箇所については協議により決定いたします。
　　② 表示看板のデザイン、素材、施工方法、実施時期等の内容は広告掲載決定候補者
の決定後に協議のうえ決定いたします。
　　③ 申込者による敷地外、道路標識等の表示変更は不要です。ただし、申込者及びそ
の関係各所により、変更可能な表示がある場合についてはその変更を妨げないこと
といたします。
　　④ 名称の変更に伴う費用負担については下表のとおりとし、申込者は、広告掲載料
の他に該当する費用を負担することとなります。
	区　分
	宮古市
	申込者

	看板表示の変更（敷地内施設看板）
	
	〇

	契約終了後の原状回復
	
	〇

	市ホームページの表示変更
	〇
	

	市作成のパンフレット等の印刷物の変更
	〇
	


（３）掲載期間
令和８年４月１日　　から　　令和１１年３月３１日

３　広告掲載料の金額
広告掲載料の額はそれぞれ入札により決定します。ただし、最低入札価格は次のとおりとします。
1 宮古市民総合体育館　１００万円
2 宮古市田老野球場　３０万円
3 千徳地区体育館　１０万円
4 宮古市姉ヶ崎サン・スポーツランド　１０万円
5 宮古市小山田テニスコート　４０万円
6 宮古市健康増進施設　健康増進施設　１０万円
7 宮古市健康増進施設　山村広場　１０万円
8 宮古市民文化会館　８０万円

４　広告掲載しない業種及び事業者
（１）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）に規定する風俗営業及びこれに類する業種 
（２）ギャンブル性を有する職種 
（３）消費者金融 
（４）市税を完納していない事業者 
（５）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再生手続開始の申立手続中の事業者 
（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開始の申立手続中の事業者

５　申込みの時期及び方法
（１）募集期間　　　令和７年１１月４日　　～　　令和７年１１月２８日まで
　　　　　　　　　　※郵送または持参（郵送の場合は期日必着）によるものとします。
（２）提出書類
　①宮古市広告掲載申込書（様式第１号）
　②申込者が広告代理店等の場合、広告応募に関する保証書（参考様式１）
　③（法人の場合）
　　・法人等の概要を記載した書類
　　・定款、寄附行為その他これらに類する書類
　　・法人の登記事項証明書
　　・直近２事業年度分の決算報告書（貸借対照表及び損益計算書）及び事業報告書
　④国税、県税、市税の納税証明書（写し可）※直近２年度分
　⑤看板設置箇所の位置図
　⑥その他、市長が必要と認めるもの
６　申込みから掲載までの流れ
（１）宮古市ネーミングライツ申込書（様式第１号）をダウンロードして、必要事項を記入のうえ、必要書類とともに宮古市教育委員会事務局生涯学習課スポーツ振興係まで提出してください。なお、宮古市民文化会館は、宮古市教育委員会事務局文化課文化係に提出してください。
（２）最低掲載料以上で申込みを行った者の中で、最高額をもって申し込んだ者を広告掲載決定候補者といたします。ただし、入札額が同額であった場合は、公共性及び地域性の高い広告を優先するものとします。
（３）宮古市から広告掲載決定候補者へ宮古市広告掲載決定通知書（様式第２号）を送付し、候補者とネーミングライツスポンサー契約を締結いたします。なお契約保証金の取扱いは宮古市財務規則により取扱います。
（４）契約締結後、決定通知書に記載されている期限までに広告の原稿等（施設への看板設置においては設計図書及び設置行程表）を提出し、市と協議のうえ承認を受けてください。
（５）広告掲載料の納入については、別途市が発行する納入通知書により、市が指定する期日までに全額納入してください。なお、令和８年度の広告掲載料にかかる納入通知書は令和８年４月１日以降に発行します。納期限は、おおむね発行日から30日以内とします。

７　その他
（１）宮古市広告掲載要綱及びこの要項が、広告掲載の手続き、権利義務等に関し申込者及び宮古市が遵守すべき約款となります。申込みをもって、その内容に同意いただいたものとみなしますので、熟読されますようお願いします。
（２）申込者は、広告掲載決定候補者の選定後において、この募集要項等の内容について、不明又は錯誤を理由に異議申し立てをすることはできません。また、選定結果について異議申し立てをすることはできません。
（３）提案に要する一切の経費は、応募者の負担とします。
（４）看板等の設置については、施設管理者（生涯学習課、文化課）と設置場所及び時期について詳細を協議のうえ、施工してください。

８　申込先・問合せ先
【スポーツ施設①～⑦】
宮古市教育委員会事務局　生涯学習課　スポーツ振興係
所在地　〒０２７－８５０１
　　　　岩手県宮古市宮町一丁目１番３０号
　　　　電話　０１９３－６８－９１２０（直通）
　　　　FAX　 ０１９３－６３－９１１２
　　　　e-mail　shogai@city.miyako.iwate.jp


【文化施設⑧】
宮古市教育委員会事務局　文化課　文化係
所在地　〒０２７－００９７
　　　　岩手県宮古市崎山１－１６－１
　　　　電話　０１９３－６５－７５２６（直通）
　　　　FAX　 ０１９３－６５－７５０８
　　　　e-mail　bnka@city.miyako.iwate.jp

